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別記１

法第２１条第３項に定める栄養管理の基準の細目について

１ 給食の計画について

（１）給食の対象集団の特性の把握

  ① 給食の利用者に対して適切な食事を提供するために、年１回以上、次に掲げる事項を調査

し、給食の対象集団の特性を把握すること。

   イ）性、年齢及び身体活動レベル

   ロ）身長・体重、ＢＭＩ（学校にあっては肥満度、保育所・幼稚園にあっては成長曲線に照ら

し合わせた観察及び評価）

ハ）身体状況（摂食嚥下機能、アレルギーその他の疾病、治療の状況等）

ニ）食事摂取の状況（食事摂取量、食形態等）

ホ）生活習慣（食生活、運動、飲酒、喫煙等に関する習慣）

  ② 健康増進を目的とした施設にあっては、給食の対象集団の特性の把握に当たっては、健康管

理部門との連携を図ること。

  ③ 学校、幼稚園及び保育所にあっては、食物アレルギーを持つ児童生徒に対して適正な対応を

とれるよう、学校医、校長、学級担当、養護教諭、栄養教諭、栄養士、調理従事者等が連携し

て対応する体制を整備すること。

（２）栄養・食事計画の作成

  ① 年１回以上、給食の対象集団の特性に合わせた給与栄養目標量を設定すること。設定する栄

養素は、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物エネルギー比、脂肪エネルギー比、たんぱ

く質エネルギー比、ビタミンＡ、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミンＣ、カルシウム、鉄、

食物繊維及び食塩相当量のほか、利用者にとって重要と判断されるものとすること。

  ② 給与栄養目標量に基づき一定期間単位の予定献立を作成すること。献立実施時に変更が生じ

た場合にあっては、予定献立を訂正すること。

  ③ 献立の作成に当たっては、利用者の嗜好、料理や食品の組合せに配慮するほか、郷土食、行

事食及び旬の料理を取り入れるよう努めること。

  ④ 栄養・食事計画の策定に当たっては、当該施設の運営方針や食に関する計画（食に関する指

導計画、保育計画等）を踏まえること。

２ 給食の実施について

（１）品質管理

  ① 給食の実施に当たっては、次により、提供献立を適正に実施すること。

   イ）提供量、調味パーセント及び提供温度について、目安となる数値を設定すること。

   ロ）設定された提供量、味及び温度のとおりに食事を提供するための措置を講じること。

   ハ）発注上の都合、納品された食品の品質、調理中の変動（廃棄量、盛り付け誤差）等によ

り、給与栄養目標量との誤差が大きくならないよう管理すること。

   ニ）利用者の病態や食形態に対応する食事を提供する場合には、誤調理や誤配膳を防止するた

め、作業の標準化、食形態に関する基準の設定その他必要な措置を講じること。

  ② 定期的に実施献立による給与栄養量を算出し、給与栄養目標量との差が大きくないか確認す

ること。
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③ 調理作業の工程及び食品の動線を明確にするとともに、見直しが必要ないか定期的に点検す

ること。

④ 給食業務を委託する場合には、受託者が適正に業務を行っているかを定期的に確認するこ

と。

（２）衛生管理

    給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生法（昭和２２年法

律第２３３号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９年３月２４日付け衛食第８５号生

活衛生局長通知）の別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」その他関係法令等の定めるとこ

ろによること。

（３）健康増進の取組

  ① 利用者が望ましい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るために必要な知識を習得でき

るよう、次により情報の提供を行うこと。

   イ）利用者に対し、予定献立を提示すること。

   ロ）熱量、たんぱく質、脂質、食塩相当量などの主要栄養成分の表示を行うこと。

   ハ）選択食（カフェテリア方式）の場合には、モデル的な料理の組合せを提示するなど、利用

者が自分に適した質・量の食事が分かるような情報を提供するよう努めること。

   ニ）その他各種媒体を活用して健康や栄養に関する情報を提供し、利用者が望ましい食習慣を

身につけるのを支援するよう努めること。

  ② 利用者の特性や栄養管理の評価結果を踏まえ、栄養・健康教育を実施すること。

３ 給食の評価について

（１）食事摂取状況の評価

  ① 提供された食事の摂取・残食の状況を定期的に把握し、提供した食事が利用者にとって適正

だったかを評価すること。

② 評価に当たっては、摂食・残食の状況を分析し、提供された献立の内容並びに量、形態、形

状及び温度が利用者にとって適していたかを確認すること。

③ 摂食・残食調査から給与栄養量を算出し、給与栄養目標量と大きな差がないかを確認するこ

と。差が大きくなる場合は、その原因を特定すること。

（２）利用者の身体状況等の評価

    利用者の身体状況の変化を定期的に把握し、当該施設における食事提供及び栄養・健康教育

の効果を評価すること。健康増進を目的とした施設については、健康管理部門と連携して評価

を実施すること。

（３）利用者による評価

    利用者を対象に定期的にアンケート調査を実施し、利用者の給食に対する評価を把握するこ

と。

（４）評価結果を踏まえた改善

    食事摂取量、実給与栄養量、利用者の身体状況の変化、アンケート調査の結果等を基にして

評価を実施し、評価結果に基づき、給与栄養目標量、献立、栄養・健康教育の実施方法及び食

環境を見直すこと。

４ 体制整備について

（１）栄養管理に関する会議の開催
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  ① 特定給食施設の管理者、給食従事者その他の関係者を構成員とする会議を組織し、給食の運

営体制及び栄養管理を充実させるための体制を整備すること。

  ② 定期的に会議を開催し、給食運営及び栄養管理の評価を行うこと。

  ③ 給食を委託している場合は、委託者と受託者が相互に意見を交わす機会を定期的に設定する

こと。

（２）給食従事者の人材育成

   給食の運営、栄養管理及び衛生管理の効率化及び質の向上を図るため、給食従事者の研修の

機会を確保すること。

（３）危機管理

非常災害時に備え、次により危機管理体制の整備に努めること。

① 緊急連絡網を整備すること。

② 食中毒対応及び非常災害対応のマニュアルを作成すること。

③ 備蓄品の整備、非常災害時の物資調達ルートと人員を確保すること。

④ ①から③までの内容について、関係職員に周知すること。

５ 帳簿の備付けについて

次に掲げる書類等を整理し、施設に備え付けること。

① 栄養管理に関する書類とともに、利用者の身体状況など栄養管理の評価に必要な情報

② 衛生管理に関する書類

③ 給食の管理運営に関する書類及び諸帳簿

④ 委託契約を交わしている場合には、委託契約書、仕様書その他委託契約の内容が確認できる

書類


